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那覇 MICE開催歓迎メニュー提供業務委託 入札説明書 

 

※R7.3.26追記 

本手続きは、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続きであり、交付決定後に効

力を生じる事業である。したがって、交付申請等の手続きの関係上、入札を延期又は中止する

場合がある。 

 

１ 募集概要 

(1) 業務概要 

那覇市内において MICE を開催する主催者及び参加者に対し、那覇市内の地域資

源（なはまぐろ・伝統芸能など）を活用した開催歓迎メニューの提供及び、コングレ

スバッグの制作・配布を行うことにより、市内開催による満足度向上及び地域資源の

消費促進を目的とする。 

 

(2) 入札に付する事項 

ア 業 務 名  那覇 MICE開催歓迎メニュー提供業務委託 

イ 履 行 内 容 別紙「令和 7 年度 那覇 MICE 開催歓迎メニュー提供業務 業

務委託仕様書」 

のとおり 

ウ 契約締結日 令和７（2025）年４月上旬（予定） 

エ 履 行 期 間 契約の締結日から令和８(2026)年３月 13日(金)まで 

(3) 入札におけるスケジュール 

ア 入 札 公 告 令和７（2025）年３月 25日(火) 

イ 質 問 令和７（2025）年３月 31日(月) 午後５時まで 

ウ 質 問 回 答 令和７（2025）年４月３日(木) 午後５時まで 

エ 申請書等締切 令和７（2025）年４月７日(月) 午後５時まで 

オ 入 札 執 行 令和７（2025）年４月 10日(木) 午前 10時 00分 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる事項のすべてを満たす者を、入札参加資格を有する者とする。 

(1) 県内に本店または支店（営業所）を有する者。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）（以下「令」という。）第 167 条の

4の規定に該当しない者であること。 

 (3) 令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実

があった後３年を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人もしく

は入札代理人として使用する者でないこと。 

 (4) 営業に関し法令上資格等を必要とする場合にあっては、それらの資格等を有し

ていること。 

  (5) 代表者又は役員、代理又は媒介をする者その他の関係者が次のいずれにも該当

すること。 
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ア 暴力団(那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第 1 号。以下「暴排条

例」という。)第 2条第 1号の暴力団をいう。以下同じ。)の関係者又は暴力団

員(暴排条例第 2条第 2号の暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。 

イ 暴力団又は暴力団員の統制下にないこと。 

ウ 暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

(6)沖縄県内において、泊魚市場で水産物の仲卸業を営む者や那覇市内の伝統芸能演

舞者とのネットワークや派遣の実績・ノウハウを有すること。 

（7） 過去２年の間に本市その他の官公署とその種類及び規模をほぼ同じくする契約

を２回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しな

いこととなるおそれがないこと。 

 

３ 申請手続き等 

 (1) 質問及び回答 

ア 質問期限 令和７（2025）年３月 31日(月) 午後５時まで 

イ 質問方法 質問書(様式３)に質問内容を記入の上、「6 連絡・提出先」へメー

ルにて行うこと。 

ウ 回 答 令和７（2025）年４月３日(木) 午後５時までに、那覇市公式ホーム

ページにおいて公表する。 

(2) 入札参加確認申請書等の提出 

入札参加資格に掲げる要件の確認を行うため、当該入札への参加希望者は、制

限付き一般競争入札参加資格確認申請書及び必要書類(以下「申請書等」という。)

を提出すること。 

ア 提出書類 下欄「提出書類一覧」のとおり 

イ 提出期限 令和７（2025）年４月７日(月) 午後５時まで 

ウ 提出場所 那覇市役所 ６階  経済観光部 観光課(那覇市泉崎 1丁目 1番 1号) 

エ 留意事項 提出書類を観光課へ持参又は郵送（書留郵便により提出期限までに

必着のこと。）により提出すること。 

＜提出書類一覧＞ 

① 制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式１) 

② 契約実績証明書(様式２) 

③ 印鑑証明書(原本) 

  ※登録事業者として、本市法制契約課へ「使用印鑑届」を提出し、令和７年度

登録期間が有効な業者は提出不要。 

(3) 入札参加資格の確認 

  ア 入札参加資格の確認結果は、各申請者宛て「制限付き一般競争入札参加資格認

定通知書」をもって通知する。 

イ 申請書等を提出期限までに提出しない者及び入札参加資格がないと確認され

た者は、入札に参加できない。 

ウ 入札参加資格を認められた者であっても、確認結果の通知後に入札参加資格を

欠く事項が判明した場合は、その認定を取り消す。 
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(4) 入札保証金 

「2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」の(7)に該当する者は、那

覇市契約規則第 8条第 1項第 3号の規定により納付を免除する。 

 

４ 入札、開札及び落札者の決定 

(1) 入札執行の日時及び場所 

  ア 日 時：令和７（2025）年４月 10日(木) 午前 10時 00分 

イ 場 所：那覇市役所 ６階 602会議室(那覇市泉崎１丁目１番１号) 

(2) 入札 

ア 入札参加者は、所定の入札書に必要事項を記入し、記名押印すること。押印は

法人代表者の印鑑証明書の印または使用印鑑届出印、代理人の場合は代理人の印

を使用すること。 

イ 入札金額は、消費税を含まない金額を記載すること。また、金額の記入は算用

数字を使用し、金額の前に「￥」又は「金」を記入し、提出すること。 

ウ 入札は代理人により行わせることができる。この場合、当該入札の執行前に委

任状を入札執行者に提出することとする。委任状のない代理人の入札は無効とす

る。委任状には法人代表者の印鑑証明書の印または使用印鑑届出印と代理人の印

を押印し、入札書には委任状に押印した代理人の印と同一の印を使用すること。 

エ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理を務め

ることはできない。 

オ 電話又は郵便による入札は認めない。 

カ 入札参加者が１者の場合であっても、入札を有効とする。 

キ 提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

(3) 入札の無効 

    次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 入札に参加する資格のない者がした入札 

イ 入札書が所定の日時までに提出されない入札 

ウ 同一事項について、２通以上の入札書が提出された入札 

エ 入札者が他の者の代理を兼ね、又は代理人が２人以上の者の代理をしてなした

入札 

オ 連合その他不正行為によってなされたと認められる入札 

カ 入札保証金の納付を要する入札において、所定の入札保証金を納付しない者が

した入札 

キ 入札金額を訂正した入札 

ク 入札書に記名押印のない、又は重要な記載事項について判読できない入札 

ケ その他入札に関する条件に違反した入札 

(4) 開札 

  ア 開札は、入札の終了後直ちに入札参加者又はその他の代理人の面前で行う。 

ただし、入札参加者又はその他の代理人が開札の場所に出席できないときは、

当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせる。 
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イ 入札の当日に出席しなかった者、又は入札書提出時刻に遅刻した者は失格とす

る。 

(5) 再度入札 

    開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者に限る。)

で再度入札を行う。また、再度入札によっても落札にいたらなかった場合には、

入札を打ち切る場合がある。 

(6) 入札結果の公表 

    落札者があるときはその者の落札者名及び金額を、落札者がないときはその旨

を、開札に立ち会った入札者に公表する。 

(7) 入札の中止 

    不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他やむを

得ない理由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがある。 

 (8) 入札の延期 

    天災その他やむを得ない理由があるとき、又は公正な入札が行われないおそれ

があると認められるときは、入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期

する。 

(9) 入札執行の公開 

   入札の執行は公開で行う。 

(10) 落札者の決定 

  ア 落札者は、本市の予定価格の範囲内で、かつ、最低金額をもって有効な入札を

した者とする。 

  イ 落札者となるべき金額で入札した者が２者以上いる場合は、くじにより落札者

を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札に関

係のない職員が入札者に代わってくじを引く。 

 

５ その他 

(1) 当該入札に使用する言語は日本語、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

(2) 当該入札に係る一切の経費は、入札参加者の負担とする。 

(3) 提出された資料の返却はしない。 

(4) 入札参加者は法令を遵守すること。 

(5) 申請書等に虚偽の記載をした場合、指名停止措置を行うことがある。 

 

６ 連絡・提出先 

  〒900-8585 

   那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所 ６階 

   経済観光部 観光課 担当：玉城、城間 

   電話：(098)862-3276  FAX：(098)862-1580 

   E-mail: K-KAN001@city.naha.lg.jp 


